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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
百
八
十
号

山
梨
県
土
地
利
用
基
本
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十

二
号
）
第
九
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
変
更
に
係
る
事
項

山
梨
県
土
地
利
用
基
本
計
画
の
計
画
書
及
び
森
林
地
域
の
変
更

二
　
変
更
内
容

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
山
梨
県
企
画
部
企
画
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
一
号

児
童
福
祉
施
設
等
入
所
者
の
措
置
費
負
担
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

児
童
福
祉
施
設
等
入
所
者
の
措
置
費
負
担
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

児
童
福
祉
施
設
等
入
所
者
の
措
置
費
負
担
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
告
示
第
四
百

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
児
童
福
祉
施
設
等
入
所
者
」
を
「
児
童
福
祉
施
設
入
所
者
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
同
条
第
二
項
並
び
に
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和

三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
並
び
に
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号

及
び
第
二
項
」
に
、「
、
児
童
福
祉
法
」
を
「
、
同
法
」
に
改
め
、「
及
び
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
二
十

七
条
」
を
削
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
別
表
第
五
」
を
「
別
表
第
三
」
に
改
め
、「
、
知
的
障
害
者
福
祉
司
」
を
削
る
。

別
表
第
一
備
考
２
中
「
及
び
別
表
第
四
」
を
削
る
。

別
表
第
二
備
考
２
中
「
及
び
別
表
第
五
」
を
削
る
。

別
表
第
四
及
び
別
表
第
五
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
二
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
八
九

山
梨
県
公
報
平
成
十
五
年

三
月
三
十
一
日

第
千
三
百
七
十
号

月　曜　日

及
び
別
表
第
四

及
び
別
表
第
五



結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療

を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

名
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

サ
ン
ク
調
剤
薬
局
　

山
梨
市
上
神
内
川
百
五
十
番
地
二

エ
ル
薬
局
響
が
丘
店
　

北
巨
摩
郡
双
葉
町
龍
地
二
千
七
百
八
十
三
番
地
三

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
三
号

山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
七
十
四
号
）
第
十
三
条
第
四
項
第
七
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
屋
外
に
お
い
て
集
積
し
、
又
は
貯
蔵
す
る
こ
と
を
規
制
す
る
物
を
次
の
と
お
り
指

定
し
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

土
石
、
廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
を
い
う
。）、
再
生
資
源
（
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
再
生
資
源
を
い
う
。）
及
び
再
生

部
品
（
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
再
生
部
品
を
い
う
。）

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
保
安
林
の
所
在
場
所

東
山
梨
郡
勝
沼
町
勝
沼
字
道
上
三
五
九
四
の
一
三
、
牧
丘
町
大
字
北
原
字
箒
久
保
四
〇
八
八
、
四

一
〇
五
、
四
一
〇
七
、
四
一
〇
八
、
四
一
一
三
、
四
一
一
五
、
四
一
一
七
、
四
一
一
八
、
四
一
二
五
、

四
一
二
六

二
　
指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三
　
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
拓
伐
に
よ
る
。

字
道
上
三
五
九
四
の
一
三
・
字
箒
久
保
四
〇
八
八
・
四
一
一
三
・
四
一
二
五
（
以
上
四
筆
に

つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
埴
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
関

係
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
保
安
林
の
所
在
場
所

西
八
代
郡
下
部
町
釜
額
字
保
山
六
三
一
の
一
、
字
小
屋
ノ
入
六
八
一
、
字
熊
穴
一
五
五
三
、
字

小
芝
一
五
五
四
、
南
巨
摩
郡
早
川
町
大
字
保
字
鑛
慶
二
一
三
五
の
一
、
千
須
和
字
池
ノ
窪
二
二
二

五
、
字
亀
窪
二
三
四
五

二
　
指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三
　
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
埴
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
並
び
に
関
係
町
役
場
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

一
九
〇

（ ）一

（ ）二（ ）一（ ）二



山
梨
県
告
示
第
百
八
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
身

延
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
身
延
本
栖
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
身
延
字
東
谷
三
五
〇
一
番

旧

四
・
〇
〜

三
三
五
・
〇

の
三
地
先
か
ら

二
四
・
〇

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
身
延
字
東
谷
三
五
〇
〇
番

の
二
地
先
ま
で

新
　
七
・
〇
〜

三
三
五
・
〇

五
八
・
五

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
身

延
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
光
子
沢
大
野
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
横
根
中
字
茶
堂
二
四
五
四

旧

四
・
七
〜

二
二
六
・
〇

番
の
二
地
先
か
ら

七
・
二

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
光
子
沢
字
竹
ノ
上
一
七
七

一
番
地
先
ま
で

新
　
一
二
・
二
〜

二
二
六
・
〇

四
六
・
三

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
北
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
茅
野
小
淵
沢
韮
崎
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
字
岩
久
保
前
四
八
二
六
番
の

旧

一
五
・
五
〜

二
八
・
〇

一
地
先
か
ら

一
九
・
〇

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
字
岩
久
保
前
四
八
二
九
番
の

一
地
先
ま
で

新
　
一
六
・
三
〜

二
八
・
〇

一
九
・
〇

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
北
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
長
沢
小
淵
沢
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
大
字
上
笹
尾
字
滝
之
前
二
八

旧

八
・
〇
〜

四
七
・
二

三
六
番
地
先
か
ら

八
・
五

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
大
字
上
笹
尾
字
滝
之
前
二
八

四
一
番
の
三
地
先
ま
で

新
　
九
・
六
〜

四
七
・
二

一
〇
・
〇

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

一
九
一



路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地

域
振
興
局
都
留
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
四
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
四
一
三
号

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
都
留
郡
道
志
村
字
釜
の
前
八
五
六
七
番
の
一
地

旧

七
・
四
〜

二
二
〇
・
〇

先
か
ら

二
〇
・
五

南
都
留
郡
道
志
村
字
釜
の
前
八
五
二
九
番
地
先
ま

で

新
　
一
一
・
九
〜

二
二
〇
・
〇

二
四
・
五

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
一
号

次
の
と
お
り
都
市
公
園
を
廃
止
す
る
の
で
、
山
梨
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例

第
二
十
一
号
）
第
十
三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

名
　
　
称
　
　
　
　

位
　
　
　
置
　
　

廃
止
に
係
る
区
域
　
　
　
廃
止
年
月
日

山
梨
県
利
根
川
公
　
南
巨
摩
郡
増
穂
町
長
沢
　
次
の
図
面
の
と
お
り
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十

園

一
日

（「
次
の
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
二
号

次
の
と
お
り
都
市
公
園
を
廃
止
す
る
の
で
、
山
梨
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例

第
二
十
一
号
）
第
十
三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

名
　
　
称
　
　
　
　
　
位
　
　
　
置
　
　

廃
止
に
係
る
区
域
　
　
　
廃
止
年
月
日

山
梨
県
八
木
崎
公
　
南
都
留
郡
河
口
湖
町
小
　
次
の
図
面
の
と
お
り
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十

園
　
　
　
　
　
　
　
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
日

（「
次
の
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
三
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
使
用
料
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
委
託
の
相
手
方

甲
府
市
緑
が
丘
二
丁
目
八
番
二
号
　
財
団
法
人
山
梨
県
体
育
協
会

二
　
委
託
に
係
る
使
用
料

山
梨
県
立
飯
田
野
球
場
の
使
用
料

三
　
委
託
の
期
間

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
四
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
使
用
料
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
委
託
の
相
手
方

韮
崎
市
清
哲
町
青
木
百
七
十
五
番
地
二
　
山
梨
県
ク
レ
ー
射
撃
協
会

二
　
委
託
に
係
る
使
用
料

山
梨
県
立
韮
崎
射
撃
場
の
使
用
料

三
　
委
託
の
期
間

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
五
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
使
用
料
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

一
九
二



山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
委
託
の
相
手
方

甲
府
市
小
瀬
町
八
百
四
十
番
地
　
財
団
法
人
山
梨
県
県
民
ス
ポ
ー
ツ
事
業
団

二
　
委
託
に
係
る
使
用
料

山
梨
県
立
八
代
射
撃
場
の
使
用
料

三
　
委
託
の
期
間

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
六
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
使
用
料
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
委
託
の
相
手
方

甲
府
市
小
瀬
町
八
百
四
十
番
地
　
財
団
法
人
山
梨
県
県
民
ス
ポ
ー
ツ
事
業
団

二
　
委
託
に
係
る
使
用
料

山
梨
県
立
八
ヶ
岳
ス
ケ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料

三
　
委
託
の
期
間

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
七
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
使
用
料
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
委
託
の
相
手
方

甲
府
市
緑
が
丘
二
丁
目
八
番
二
号
　
財
団
法
人
山
梨
県
体
育
協
会

二
　
委
託
に
係
る
使
用
料

山
梨
県
立
本
栖
湖
青
少
年
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料

三
　
委
託
の
期
間

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

訓
　
　
　
令

山
梨
県
訓
令
甲
第
一
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

出
　
　
先
　
　
機
　
　
関

山
梨
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
再
資
源
化
シ
ス
テ
ム
推
進
室
長
、
監
査
指
導
室
長
」
を
「
食
品
安
全
推
進
室
長
、

新
県
立
大
学
設
置
準
備
室
長
、
監
査
指
導
室
長
、
再
資
源
化
シ
ス
テ
ム
推
進
室
長
」
に
、「
管
理
局
長
」

を
「
副
館
長
、
管
理
局
長
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
七
　
出
先
機
関
の
副
館
長
印
　
総
合
女
性
セ
ン
タ
ー
及
び
富
士
女
性
セ
ン
タ
ー
の
副
館
長

第
十
条
第
一
項
中
「
女
性
政
策
室
、
監
査
指
導
室
」
を
「
食
品
安
全
推
進
室
、
新
県
立
大
学
設
置
準

備
室
、
監
査
指
導
室
、
再
資
源
化
シ
ス
テ
ム
推
進
室
」
に
、「
、
技
術
管
理
室
及
び
ダ
ム
建
設
室
」
を

「
及
び
技
術
管
理
室
」
に
改
め
る
。

別
表
出
先
機
関
の
事
務
局
長
印
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

○

二
十
一

○
─
印

ミ
リ
メ

県
タ
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
般
文
書
用

ー
ト
ル

梨
ン
館

平
方

山
セ
副

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
二
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

出
　
　
先
　
　
機
　
　
関

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

一
九
三



山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
第
一
号
の
表
中
「
果
　
樹
　
園
　
芸
　
課
　
　
果
」

を
「

樹
　
食
　
品
　
流

「
食
品
安
全
推
進
室

「
再
資
源
化
シ
ス
テ
ム
推
進
室
　
再
シ
推

新
県
立
大
学
設
置
準
備
室

通
　
課
　
果
　
食
に
、

を

監
　
査
　
指
　
導
　
室
　
監
　
指
」

監
　
査
　
指
　
導
　
室

再
資
源
化
シ
ス
テ
ム
推
進
室

食
　
推

県
大
設

に
改
め
る
。

監
　
指

再
シ
推
」

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
　
　
　
告

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五
年
度
前
期

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

対
象
と
な
る
特

検
査
年
月
日
　

検
査
時
間
　

検
査
場
所

区
域

定
計
量
器

非
自
動
は
か
り

平
成
十
五
年
五
月
十
二

午
前
十
時
か
ら

南
ア
ル
プ
ス
市
役
所

南
ア
ル
プ

（
計
量
法
施
行

日
　

午
後
三
時
ま
で

白
根
支
所
　

ス
市

令
（
平
成
五
年

政
令
第
三
百
二

平
成
十
五
年
五
月
十
三
　
同
　

同
　

同

十
九
号
）
第
五

日

条
第
一
号
又
は

第
二
号
に
掲
げ

平
成
十
五
年
五
月
十
四

午
前
十
時
か
ら
　
芦
安
健
康
管
理
セ
ン
　
同

る
も
の
を
除
く

日
　

正
午
ま
で
　

タ
ー

。）、
分
銅
及

び
お
も
り
　

平
成
十
五
年
五
月
十
六

午
前
十
時
か
ら

Ｊ
Ａ
こ
ま
野
八
田
共
　
同

日
　

午
後
二
時
半
ま
　
選
所

で

平
成
十
五
年
五
月
十
九

午
前
十
時
か
ら
　
南
ア
ル
プ
ス
市
役
所
　
同

日
　

午
後
三
時
ま
で
　
若
草
支
所

平
成
十
五
年
五
月
二
十
　
同
　

南
ア
ル
プ
ス
市
役
所
　
同

日
　

甲
西
支
所

平
成
十
五
年
五
月
二
十
　
同
　

同
　

同

一
日

午
前
十
時
か
ら

南
ア
ル
プ
ス
市
櫛
形

正
午
ま
で
　

北
地
区
農
村
環
境
改

平
成
十
五
年
五
月
二
十
　

善
セ
ン
タ
ー
　

同

三
日

午
後
一
時
半
か
　
同
櫛
形
西
地
区
農
村

ら
同
三
時
ま
で
　
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

平
成
十
五
年
五
月
二
十

午
前
十
時
か
ら
　
南
ア
ル
プ
ス
市
役
所
　
同

七
日
　

午
後
二
時
半
ま
　
西
別
館

で

平
成
十
五
年
五
月
二
十
　
同
　

竜
王
町
北
部
公
民
館
　
竜
王
町

八
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十

同
　

同
中
部
公
民
館
　

同

九
日

午
前
十
時
か
ら

Ｊ
Ａ
中
巨
摩
東
部
小

平
成
十
五
年
五
月
三
十
　
正
午
ま
で
　

井
川
支
所

日

田
富
町

午
後
一
時
半
か

同
田
富
支
所

ら
同
三
時
ま
で

午
前
十
時
か
ら
　
昭
和
町
中
央
公
民
館

正
午
ま
で

平
成
十
五
年
六
月
九
日
　

昭
和
町

午
後
一
時
半
か

Ｊ
Ａ
中
巨
摩
東
部
西

ら
同
三
時
ま
で

条
支
所

午
前
十
時
か
ら

敷
島
町
役
場
睦
沢
出

正
午
ま
で

張
所

平
成
十
五
年
六
月
十
日

敷
島
町

午
後
一
時
半
か

同
吉
沢
出
張
所

ら
同
三
時
ま
で

平
成
十
五
年
六
月
十
一

午
前
十
時
か
ら
　
敷
島
町
役
場
　

同

日

午
後
三
時
ま
で

平
成
十
五
年
六
月
十
六
　
同
　

玉
穂
町
役
場
　

玉
穂
町

日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

一
九
四

「
果
　
樹
　
園
　
芸
　
課
　
　
果
　
」

「
果
　
樹
　
食
　
品
　
流

「
食
品
安
全
推
進
室

「
再
資
源
化
シ
ス
テ
ム
推
進
室
　
再
シ
推

新
県
立
大
学
設
置
準
備
室

通
課
　
果
　
食
」

監
　
査
　
指
　
導
　
室

監
　
指
」

監
　
査
　
指
　
導
　
室

再
資
源
化
シ
ス
テ
ム
推
進
室

食
　
推

県
大
設

監
　
指

再
シ
推
」



平
成
十
五
年
六
月
十
七

午
前
十
時
半
か

日
　

ら
午
後
三
時
ま

小
菅
村
役
場

小
菅
村

で

平
成
十
五
年
六
月
十
八
　
同
　

丹
波
山
村
役
場
　

丹
波
山
村

日

午
前
十
時
半
か

上
野
原
町
役
場
甲
東

平
成
十
五
年
六
月
二
十

ら
正
午
ま
で
　

支
所

三
日

上
野
原
町

午
後
一
時
半
か

同
島
田
支
所

ら
同
三
時
ま
で

午
前
十
時
半
か
　
Ｊ
Ａ
ク
レ
イ
ン
棡
原

平
成
十
五
年
六
月
二
十

ら
正
午
ま
で

支
店

四
日
　

同

午
後
一
時
半
か
　
上
野
原
町
役
場
西
原

ら
同
三
時
ま
で

支
所

午
前
十
時
半
か
　
上
野
原
町
役
場
巌
支

平
成
十
五
年
六
月
二
十
　
ら
正
午
ま
で

所

五
日
　

同

午
後
一
時
半
か
　
同
大
目
支
所

ら
同
三
時
ま
で

平
成
十
五
年
七
月
一
日
　
午
前
十
時
半
か

上
野
原
町
商
工
会
館

同

ら
午
後
三
時
ま

で

平
成
十
五
年
七
月
二
日
　
同
　

上
野
原
町
町
民
会
館
　
同

平
成
十
五
年
七
月
三
日
　
午
前
九
時
か
ら
　
特
定
計
量
器
の
所
在

今
期
検
査

か
ら
平
成
十
六
年
三
月
　
午
後
四
時
ま
で
　
の
場
所
（
特
定
計
量
　
を
実
施
す

三
十
一
日
ま
で
（
県
の
　

器
検
定
検
査
規
則
（

る
市
町
村

休
日
を
除
く
。）

平
成
五
年
通
商
産
業
　
の
区
域
全

省
令
第
七
十
号
）
第

般

三
十
九
条
第
一
項
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
に
限
る

。）山
梨
県
計
量
検
定
所

（
平
成
十
五
年
七
月

二
日
ま
で
に
検
査
を

行
わ
な
か
っ
た
場
合

に
限
る
。）

農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
の
承
認

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
を
次
の
と
お
り
承
認
し
た
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
農
業
保
有
合
理
化
事
業
を
行
う
者
の
名
称

財
団
法
人
明
野
村
農
業
振
興
公
社

二
　
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
実
施
地
域

明
野
村
に
お
け
る
農
業
振
興
地
域
（
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法

律
第
五
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
）

三
　
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
種
類

１
　
農
地
売
買
等
事
業

２
　
研
修
等
事
業

換
地
を
定
め
な
い
土
地
の
指
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
（
鳥
原
平
地

区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
る
前
に
お
い
て
、
次
の
従
前
の
土
地
は
、
換
地
を
定
め
な
い
土
地
と
し
て
指

定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告

す
る
。平

成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

従
前
の
土
地
の
表
示

市
町
村

大
　
　
字
　
　

字

地
　
番
　
　
地
目

用
途
　
　
地
積（
㎡
）

白
州
町

鳥
原

東
原

四
三
二

畑

畑

八
三
八

同
　

同
　

上
小
用
　

四
三
七
　

畑
　

畑

三
六
四

同

同
　

同
　

四
五
〇
　

畑
　

畑

四
五
二

同
　

同
　

同
　

四
五
一
　

畑
　

畑

九
〇
八

同
　

同
　

同
　

四
九
四
　

原
野
　
原
野

四
〇
八

同
　

下
教
来
石
　

大
久
保
　

一
七
六
六
　

畑
　

畑

二
、
一
四
〇

同
　

同
　

同
　

一
七
七
〇
│
一
　
畑
　

畑

一
、
三
九
一

同
　

同
　

同
　

一
七
七
一
　

畑
　

畑

八
三
五

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

一
九
五



同
　

鳥
原
　

東
原
　

四
二
九
│
二
　

畑
　

畑

一
、
三
六
八

同
　

同
　

同
　

三
六
〇
　

畑
　

畑

一
、
九
〇
〇

同
　

同
　

同
　

三
七
七
　

畑
　

畑

九
八
四

同
　

同
　

同
　

三
七
八
　

畑
　

畑

一
、
七
二
七

企
　
業
　
局

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

山
梨
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者

篠
　
　
原
　
　
　
　
　
洋

山
梨
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
局
組
織
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
三
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を

第
四
号
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

山
梨
県
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者

篠
　
　
原
　
　
　
　
　
洋

山
梨
県
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
局
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

一
九
六



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

一
九
七

第
１
号
様
式



第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

一
九
八



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

一
九
九

第２号様式



附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号

山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者

篠
　
　
原
　
　
　
　
　
洋

山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
中
「
、
企
業
主
幹
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者

篠
　
　
原
　
　
　
　
　
洋

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
一
号
の
表
八
級
の
項
中
「
企
業
主
幹
及
び
」
を
削
り
、
同
号
九
級
の
項
中
「
及
び
企
業

参
事
」
を
削
る
。

別
表
第
三
職
の
欄
中
「
企
業
主
幹
」
を
削
る
。

「

別
表
第
四
中
　
　
北
巨
摩
郡
高
根
町
念
場
ヶ
原
三
五
四
五
の
五
　
丘
の
公
園
　
四
級
地

を
削
る
。

」

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
五
号

山
梨
県
企
業
局
固
定
資
産
管
理
運
用
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者

篠
　
　
原
　
　
　
　
　
洋

山
梨
県
企
業
局
固
定
資
産
管
理
運
用
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
局
固
定
資
産
管
理
運
用
委
員
会
規
程
（
昭
和
五
十
五
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
、
事
務
局
長
に
固
定
資
産
管
理
監
の
職
に
あ
る
者
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号

山
梨
県
営
丘
の
公
園
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者

篠
　
　
原
　
　
　
　
　
洋

山
梨
県
営
丘
の
公
園
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
営
丘
の
公
園
管
理
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

二
〇
〇



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

二
〇
一

別 表 第 二 （ 第 三 条 関 係 ）



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

二
〇
二



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

二
〇
三



附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号

山
梨
県
営
ま
き
ば
レ
ス
ト
ラ
ン
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者

篠
　
　
原
　
　
　
　
　
洋

山
梨
県
営
ま
き
ば
レ
ス
ト
ラ
ン
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
営
ま
き
ば
レ
ス
ト
ラ
ン
管
理
規
程
（
平
成
六
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
四
月
二
十
六
日
」
を
「
四
月
二
十
五
日
」
に
、「
五
月
七
日
」
を
「
五

月
六
日
」
に
、「
七
月
十
九
日
」
を
「
七
月
十
八
日
」
に
、「
九
月
二
日
」
を
「
九
月
一
日
」
に
、「
午

前
十
一
時
」
を
「
午
前
十
時
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
四
月
二
十
七
日
」
を
「
四
月
二
十
六
日
」

に
、「
五
月
六
日
」
を
「
五
月
五
日
」
に
、「
七
月
二
十
日
」
を
「
七
月
十
九
日
」
に
、「
九
月
一
日
」

を
「
八
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

二
〇
四

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番


